
【日 時】 令和８（2026）年１月１４日(水)13:30～15:30

【開催場所】 公益財団法人栃木県国際交流協会 多目的ホール

【申込方法】 右記二次元コードから申込頂くか、別紙申込用紙に必要事項を記入の上、
                   申込用メールアドレス宛てにお送りください。

【対 象 者 】 県内製造業の経営者及び採用担当者 等
【申込期限】 令和８（2026）年１月１０日(土)17:00まで

■運営・問合せ先
とちぎ外国人材受入支援センター 担当：堀江・宮城 （外国人材活用促進セミナー事務局）

TEL：028-621-0019 E-mail：seizou@tia21.or.jp

■主催
栃木県 産業労働観光部 工業振興課 地域産業担当 担当：堀越

  （とちぎ外国人材活用促進協議会 製造業部会 事務局） TEL：028-623-3198

とちぎ外国人材活用促進協議会 製造業部会

参加費
無料

第1部 育成就労制度と特定技能制度の最新動向と企業の実務対応

セミナー概要

第2部 工業製品製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ
           の実現に向けた取組 および 受入れ好事例の紹介

あらたに育成就労制度が2027年4月から施行されることになり、技能実習

制度から代わる育成就労制度への関心が高まっています。法改正のポイント

と育成就労制度・特定技能制度における、工業製品製造業の産業分野該当

性・業務区分の考え方、日本語能力と技能等の育成の在り方など、法務・労

務の課題を具体的に解説。

【講 師】  弁護士・社会保険労務士・行政書士 杉田 昌平 氏
外国人雇用・入管法務の第一人者として、経済産業省、厚生労働省、国土交通省の委員を務め、企業の外国人受入れ

   に関する法務・労務支援に関する講演を各地で実施している。

【講 師】一般社団法人工業製品製造技能人材機構（JAIM） 角村 佳祐 氏

工業製品製造業分野における
・特定技能外国人の現状
・受入れ好事例の紹介
（定着・活躍に向けた取組 等）

・JAIMの目的、入会手続き、サービス等
・よくある質問

令和７(2025）年度

外国人材活用促進セミナー
～外国人材受入れ制度の適正かつ円滑な運用に向けて～

JAIMは、工業製品製造業分野における特定技能外国人の適正かつ
円滑な受入れの実現に向けた事業を行うことにより、製造業分野
における人材の確保を図り、もって我が国の工業製品製造業の健
全な発展に資することを目的としており、経済産業大臣より「特
定技能外国人受入れ事業実施法人」に登録されています。

https://tia21.or.jp/content/files/info/sankamoushikomi2025seizou.docx
mailto:seizou@tia21.or.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR3dPD4cKzqtHHv8StVAwNWVGW3dVDi2hRD-uob8b7vZAwyQ/viewform
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